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民法・不動産登記法部会資料 ２９ 

 
 

財産管理制度の見直し（相続の放棄をした者の義務） 

 

１ 相続の放棄をした者による管理 

民法第９４０条第１項の規律を次のように改めることで、どうか 

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場

合には、相続人（第９５１条の規定の適用がある場合には、同条の法人）に対して当該

財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保

存すれば足りる。 

（注）この場合において、相続人が財産の引渡しの受領を拒んだとき又はこれを受領することが

できないときは、相続の放棄をした者は、財産の引渡債務についての弁済供託（民法第４９４

条第１項第１号又は第２号）をすることで、本文の義務を免れることができる。 

 

○中間試案第２、４(4)「相続放棄をした放棄者の義務」 

 

(4) 相続放棄をした放棄者の義務 

民法第９４０条第１項の規律を次のように改める。 

相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有して

いる場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、

その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己

の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。 

（注１）保存義務の具体的な内容については、①財産を滅失させ、又は損傷す

る行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持するために必要な

行為をしなければならないことを意味するとの考え方と、②財産の現状を

滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考

え方がある。 

（注２）相続の放棄をした者は、相続財産の管理又は処分をする権限及び義務

（保存行為をする権限及び義務を除く。）を負わないことを前提としてい

る。 

（注３）相続の放棄をした者が負う義務等の程度については、善良なる管理者

の注意とする考え方もある。 

（注４）次順位の相続人が財産の引渡しに応じない場合や、次順位の相続人が

いない場合に放棄者が保存義務を免れるための方策（例えば、①次順位相
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続人に対して一定期間内に相続財産の引渡しに応じるよう催告をし、その

期間が経過したときは保存義務が終了するものとすることや、②相続財産

を供託することによって保存義務が終了することを認める方策）について

は、引き続き検討する。 

 

 

 
（補足説明） 

１ 相続の放棄をした者のいわゆる管理継続義務の見直しについて 

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始め

ることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を

継続しなければならないとされている（民法第９４０条第１項）が、法定相続人の全員

が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有

していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、その義務の

内容は、必ずしも明らかではない。 

試案第２の４(4)及び（注２）においては、相続放棄者の相続財産の管理に関する義

務の内容を保存義務とした上で、その発生要件、終期等を整理した規律を設けることが

提案されたが、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、民法第９４０条第

１項の規律を改めることについて賛成の意見が多数を占めた。 

本文は、試案第２の４(4)と同じ趣旨の提案であり、語句を形式的に修正したもので

ある。 

 

２ 保存義務の発生要件について 

試案第２の４(4)では、保存義務の発生要件は、相続の放棄をした者が、その放棄の時

に相続財産に属する財産を現に占有していることとしていた。 

パブリック・コメントに寄せられた意見では、相続放棄をした者に一律に相続財産に

ついて責任を負担させるのは相当ではないが、相続財産に属する財産を現に占有する者

が相続の放棄をする場合には、当該財産を占有していた事実があるため、当該財産を引

き継ぐまでは一定程度の保存義務を負担することはやむを得ないなどの理由から、賛成

の意見が多数を占めた。 

これに対して、相続財産に属する財産を現に占有する場合に限らず、相続放棄者には

相続財産の一般的な保存義務を負わせるべきとする指摘もあり得る。しかし、相続放棄

者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うと

することは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考

えられる。 

そこで、本文では、試案と同じく、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産

に属する財産を現に占有していることを、発生要件として設けることとしている。 

 
３ 保存義務の内容について 

試案第２の４(4)の（注１）においては、保存義務の具体的な内容については、①財産
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を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持するた

めに必要な行為をしなければならないことを意味するとの考え方と、②財産の現状を滅

失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考え方を記載して

いた。また、その注意義務の程度として、試案第２の４(4)の本文では「自己の財産にお

けるのと同一の注意」とすることを提案しつつ、（注３）において、相続の放棄をした

者が負う義務等の程度については、善良な管理者の注意とする考え方もあることも注記

していた。 

パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者であっても、放棄時に特

定の相続財産を占有していた以上、当該財産につき、相続人等に引き渡すまで、自己の

財産におけるのと同一の注意を怠って相続財産を害してはならない（滅失や損傷をさせ

てはならない）ことは当然であるが、これに加え、財産の現状を維持するために必要な

行為をしなければならないとすることは、放棄者の義務が重くなるため妥当でないなど

の理由から、試案第２の４(4)（注１）②の考え方に賛成する意見が多数を占めた。また、

（注３）の考え方についても、放棄者の義務を重くすることは妥当でないとして反対す

る意見が多数であった。 

相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨からすれば、放棄者に重い義

務を課すことは相当でないが、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有して

いる者には、他の相続人（放棄によって相続人となった者を含む。） のために、財産の

滅失又は損傷をしないという意味での保存義務が課されてもやむを得ないと考えられ

る。また、その注意義務の程度は、相続の放棄をするまでの間負っていた熟慮期間中の

注意義務が「その固有財産におけるのと同一の注意」であることを前提とすると（民法

第９１８条第１項）、それと同等の「自己の財産におけるのと同一の注意」とすること

が適当であると考えられる。 

なお、相続財産を保存する義務の相手方は、他の相続人（放棄によって相続人となっ

た者を含む。）又は相続財産法人（その放棄により相続人のあることが明らかでなくな

った場合）になると考えられる。 
そこで、本文では、試案第２の４(4)の本文及び（注１）②の考え方に基づき、相続の

放棄をした者は、放棄時に現に占有していた相続財産に属する財産につき、相続人（第

９５１条の規定の適用がある場合には、同条の法人）に対して保存義務を負うが、自己

の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りるとすることを提

案している。 

 

４ 保存義務の終了及び供託について 

(1) 放棄者が相続人又は相続財産法人に当該財産を引き渡して占有を移転したときは、当

該財産の保存は相続人又は相続財産法人においてすることができるので、当該財産に関

する保存義務が終了することとすることについては、パブリック・コメントに寄せられ

た意見でも、概ね異論がなかった。 

そこで、本文では、試案第２の４(4)本文と同じく、放棄者が保存義務を負うのは、相

続人等に対して「財産を引き渡すまでの間」に限られることとしている。 

なお、相続財産の引渡義務の履行が不可分債権に係る債務の履行に当たる場合には、
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放棄者は、相続人のうちの一人に対して引渡義務の履行をすれば足りると考えられる。 

(2) また、試案第２の４(4)（注４）では、一定の場合に放棄者が保存義務を免れるため

の方策については引き続き検討することを注記していたところ、パブリック・コメント

に寄せられた意見においては、放棄者の義務を軽減するために、放棄者が保存義務を免

れる方法についても検討すべきであるとの意見が多数を占めた。 

（注）では、その具体的方法として、相続人が財産の引渡しの受領を拒んだとき又は

これを受領することができないときは、相続の放棄をした者は、供託（民法第４９４条

第１項第１号又は第２号）をすることで、本文の義務を免れることができるものとする

ことを提案している。 

これは、放棄者は、相続人に対して相続財産に属する財産の引渡義務を負い、その財

産を債権者である相続人に引き渡して引渡義務が消滅したときに本文の保存義務が終了

すると解されるところ、相続人に受領拒絶又は受領不能の事実があるときは、放棄者は、

民法第４９４条第１項に基づき、目的物を供託して引渡義務を消滅させ、もって保存義

務を終了させることができると解されることによるものである。 

なお、放棄者が保存義務を負っている相続財産が、土地などの金銭以外の財産であっ

て、これが供託に適さない場合やこれを供託することが困難な事情がある場合には、放

棄者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる（民

法第４９７条参照）と考えられる。 

(3) 試案第２の４(4)注４においては、放棄者の更なる負担軽減の観点から、供託の手続

すら経ることなく保存義務を免れるための方策として、放棄者が相続人に対して一定期

間内に相続財産の引渡しに応じるよう催告をし、その期間が経過したときは保存義務が

終了する旨の規律を設けることについても注記していた。 

もっとも、この案によれば、放棄者による保存義務が終了したとしても、その財産が

放棄者の占有下に置かれたままになるが、その場合でも放棄者は少なくともその財産を

損傷させてはならないと考えられ、その状態は結局保存に関する義務を負っている状態

と変わらず（他人のためにその財産を占有していることからすると、注意義務の程度は

むしろ上がってしまうとも考えられる。）、放棄者が事実上その財産を保管せざるを得

なくなってしまうため、単に義務を終了させるだけでは対策として不十分であると考え

られる。 

このことも踏まえ、（注）では、上記(2)のように、供託を利用することによって、義

務を免れる方法のみを提案している。 

(4) なお、放棄者も相続人も相続財産に属する財産の管理を適切に行わないときは、その

保存に必要な処分として、利害関係人等が相続財産管理人の選任を申し立てることがで

きる（試案第２の４(1)(2)参照）。また、事案に応じて、保存義務を負う放棄者が利害

関係人として相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人に相続財産に属する

財産を引き渡して保存義務を終了させることも可能と考えられる。 

 


